
漏
水
の
確
認
方
法

①
屋
内
と
屋
外
の
す
べ
て
の
じ
ゃ
口
を
閉
め
る

②
水
道
メ
ー
タ
ー
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
部
分(

左
図
の

赤
丸
部
分)

が
回
転
し
て
い
る

か
確
認
す
る

◆
貯
水
槽
は
適
正
に
管
理
し
ま
し
ょ
う

マ
ン
シ
ョ
ン
や
ビ
ル
な
ど
の
高
い
建
物
に
設

置
さ
れ
て
い
る
貯
水
槽
の
維
持
管
理
は
、
建
物

の
所
有
者
や
管
理
者
が
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
建
物
の
利
用
者
へ
安
全
な
水
を
提
供
で

き
る
よ
う
、
適
正
に
管
理
し
ま
し
ょ
う
。

管
理
の
ポ
イ
ン
ト
！

・
専
門
業
者
に
よ
る
貯
水
槽
内
部
の
清
掃
を
、

１
年
に
１
回
以
上
行
い
ま
し
ょ
う

・
専
門
業
者
に
よ
る
水
質
検
査
を
、
１
年
に
１

回
以
上
行
い
ま
し
ょ
う

・
専
門
機
関
に
よ
る
管
理
状
況
の
検
査
を
、
１

年
に
１
回
以
上
受
け
ま
し
ょ
う

問
▼

給
排
水
課
☎(

８
２
３)

８
４
３
２

▼

基
本
方
針
▼

水
道
事
業
の
概
要

▼

原
水
の
特
徴
お
よ
び
水
道
水
の
水
質
状
況
な
ど

▼

検
査
の
項
目･

頻
度･

地
点
と
そ
の
理
由

▼

水
質
検
査
方
法
▼

臨
時
水
質
検
査

平
成
28
年
度
水
質
検
査
計
画
を

策
定
し
ま
し
た

水
質
検
査
計
画
は
、
お
客
さ
ま
に
、
よ
り
安
心

し
て
水
道
水
を
ご
利
用
い
た
だ
く
た
め
、
水
源
か

ら
浄
水
場
、
そ
し
て
各
家
庭
の
じ
ゃ
口
に
至
る
ま

で
の
検
査
項
目
な
ど
を
示
し
た
も
の
で
す
。

毎
年
、
新
年
度
前
に
策
定･

公
表
し
て
お
り
、

お
も
に
次
の
内
容
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

◆
ご
意
見
を
水
質
検
査
に
反
映
し
ま
す

水
質
検
査
計
画
と
水
質
年
報
に
対
す
る
ご
意

見
、
ご
要
望
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。
ご
意
見
は
計

画
策
定
の
参
考
に
さ
せ
て
た
だ
き
ま
す
。

〒
０
１
０-

１
６
５
２

豊
岩
豊
巻
字
上
野
164 
浄
水
課
水
質
管
理
室
　

☎(

８
２
８)

１
４
５
１･

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
２
８)

６
２
９
１

E

メ
ー
ルro

-w
ttp@

city.akita.akita.jp

平
成
28
年
度
水
質
検
査
計
画
は
、
次
の
場
所
で

ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、
平
成
26
年
度
の
水

質
検
査
結
果
を
ま
と
め
た｢
水
質
年
報｣

も
併
せ

て
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

u

お
客
様
セ
ン
タ
ー(

川
尻
庁
舎) u
各
市
民
サ
ー
ビ

ス
セ
ン
タ
ーu

ア
ル
ヴ
ェ
駅
東
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ーu

市
役
所
１
階
の
資
料
閲
覧
コ
ー
ナ
ーu
ほ
く

と
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
明
徳
館u

県
立
図
書
館

u

上
下
水
道
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/w

s/

水
質
検
査
実
施
中
！

宅
地
内
の
漏
水
点
検
は

定
期
的
に
行
い
ま
し
ょ
う

宅
地
内
で
漏
水
が
発
生
す
る
と
、
漏
水
し
た
水

量
分
の
水
道
料
金･

下
水
道
使
用
料
は
、
原
則
、

お
客
さ
ま
の
負
担
と
な
り
ま
す
。
定
期
的
に
漏

水
の
点
検
を
し
ま
し
ょ
う
。

＊
じ
ゃ
口
を
閉
め
て
も
パ
イ
ロ

ッ
ト
が
回
転
し
て
い
る
場
合

は
、
漏
水
の
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。
不
安
を
感
じ
た
ら
、

お
客
様
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
有
効
期
間
満
了
と
な
る
水
道
メ
ー
タ
ー
の

取
り
替
え
作
業
を
実
施
し
ま
す

各
ご
家
庭
や
事
業
所
な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い

る
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
使
用
有
効
期
間
が
８
年
間

と
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

上
下
水
道
局
で
は
、
期
間
満
了
を
迎
え
る
水
道

メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え
作
業
を
無
料
で
行
っ
て
お

り
、
３
月
、
４
月
の
水
道
メ
ー
タ
ー
検
針
時
に
、
そ

の
対
象
世
帯
へ
、
お
知
ら
せ
票
で
通
知
し
ま
す
。

取
り
替
え
作
業
▼

４
月
上
旬
〜
12
月
下
旬
に
、
上

下
水
道
局
が
委
託
し
た｢
秋
田
市
指
定
給
水
装
置

工
事
事
業
者｣

が
身
分
証
明
書
を
持
っ
て
訪
問
し

作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、
ご
協
力
願
い
ま
す

問
▼

お
客
様
セ
ン
タ
ー
☎(

８
２
３)
８
４
３
１

貯
水
槽
を
直
結
給
水
へ

切
り
替
え
ま
せ
ん
か

10
階
程
度
の
建
物
の
う
ち
、
共
同
住
宅
や
事

務
所
ビ
ル
に
つ
い
て
は
、
貯
水
槽
を
経
由
せ
ず
に

配
水
管
か
ら
直
接
水
を
お
届
け
で
き
る
直
結
給

水
を
お
勧
め
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、
配
管
の
更
新
や
メ
ー
タ
ー
口
径
の
変

更
な
ど
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
建

物
の
所
有
者
や
管
理
者
の
か
た
は
、
事
前
に
給
排

水
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

12



｢

市
設
置
型
浄
化
槽｣

の
対
象
は
、
公
共
下
水

道
や
農
業
集
落
排
水
の
処
理
区
域
に
な
っ
て
い

な
い
地
区
に
あ
る
、
一
戸
建
て
や
共
同
住
宅
で

す
。
浄
化
槽
の
維
持
管
理
も
市
が
行
い
ま
す
。

イ
メ
ー
ジ
図
は
左
の
と
お
り
。

市
設
置
型
浄
化
槽
を
利
用
す
る
か
た
の
負
担

①
浄
化
槽
本
体
の
設
置
分
担
金
。
金
額
は
、
設
置

す
る
人
槽(

※)

に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す

②
浄
化
槽
本
体
以
外
の
排
水
設
備･

ト
イ
レ
改
造

工
事
費
用

③
使
用
料
＝
基
本
使
用
料
月
額
１
千
20
円
＋
従

量
使
用
料
＋
消
費
税
相
当
額

④
浄
化
槽
の
運
転
に
要
す
る
電
気
代

問
▼

下
水
道
整
備
課
☎(

８
６
４)

１
４
５
５

上
下
水
道
局
で
は
、
公
共
下
水
道
な
ど
へ
早

期
に
接
続
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
一
般
住
宅･

貸
家
な
ど
に
対
し
、
融
資
あ
っ
せ
ん･

助
成
金
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。

一
般
住
宅
の
融
資
限
度
額
は
70
万
円
ま
で

で
、
償
還
は
70
回
以
内
。
助
成
金
は
、
融
資
あ
っ

せ
ん
制
度
を
利
用
し
な
い
か
た
が
対
象
で
、
金

額
は
、
供
用
開
始
か
ら
３
年
以
内
は
４
万
円
、
３

年
を
超
過
し
た
場
合
は
２
万
円
で
す
。

公
共
下
水
道
な
ど
が
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た

ら
、
こ
の
制
度
を
活
用
し
て
、
速
や
か
に
水
洗
化

の
工
事
を
行
い
、
衛
生
的
で
快
適
な
生
活
を
送

り
ま
し
ょ
う
。

問
▼

給
排
水
課
☎(

８
２
３)

８
４
３
２

市が整備

公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
区
域
内
の
私
道

で
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、
申

請
に
よ
り
市
が
公
共
下
水
道
を
設
置
し
ま
す
。

整
備
を
行
う
た
め
の
要
件

・
公
共
下
水
道
が
設
置
さ
れ
て
い
る
道
路
に
接

続
さ
れ
て
い
る

・
幅
員
が
1.8
㍍
以
上
あ
る

・
所
有
者
の
異
な
る
家
屋
が
２
棟
以
上
あ
る

・
私
道
敷
設
の
所
有
者
、
そ
の
他
の
権
利
者
全

員
が
公
共
下
水
道
の
設
置
を
了
承
し
て
い
る

・
私
道
沿
線
の
受
益
者
全
員(

左
図
の
場
合
は
Ａ

と
Ｂ)

が
、
受
益
者
負
担
金
の
納
付
に
同
意
し

て
い
る

問
▼

下
水
道
整
備
課
☎(

８
６
４)

１
４
５
５

要
件
に
よ
っ
て
、
私
道
へ
公
共

下
水
道
を
整
備
し
ま
す

公
共
下
水
道
へ
接
続
す
る
際
の

融
資
あ
っ
せ
ん･

助
成
金
制
度

市
で
浄
化
槽
を

設
置
し
ま
す

※人槽＝浄化槽の大きさの目安。建物の延床面積や

使用予定人員などにより決まります。

上
下
水
道
の
広
場
で
は
、
ご

意
見･

ご
感
想･

ご
質
問
な
ど

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
水
道
と
下
水
道
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
を
、
上
下
水
道
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
！

◆
宛
先

〒
０
１
０-

０
９
４
５
川
尻
み
よ
し
町
14-

８

上
下
水
道
局
総
務
課
経
営
企
画
係

☎(

８
２
３)

８
４
３
４･

Ｆ
Ａ
Ｘ(

８
２
４)

７
４
１
４

Ｅ
メ
ー
ルro

-w
tm
n@
city.akita.akita.jp

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.city.akita.akita.jp/city/w

s/

施工イメージ図

施
工
イ
メ
ー
ジ
図

雄
物
川

きれいな水環境を
次の世代へ
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